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衆
議
院
議
員
瀨
長
亀
次
郎
君
提
出
放
棄
請
求
権
の
補
償
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 
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三 

 
衆
議
院
議
員
瀨
長
亀
次
郎
君
提
出
放
棄
請
求
権
の
補
償
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
か
ら
三
ま
で
に
つ
い
て 

沖
繩
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
放
棄
請
求
権
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
昭
和
四
十
六
年
九
月
に
「
実
情
を
調
査
の
う 

え
、
国
に
お
い
て
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。
」
旨
を
閣
議
決
定
（
沖
繩
復
帰
対
策
要
綱
第
三
次
分
）

し
、
講
和
前
の
人
身
被
害
に
係
る
請
求
に
つ
い
て
は
既
に
見
舞
金
の
支
出
を
行
う
と
と
も
に
、
そ
の
他
の
請
求 

に
つ
い
て
は
防
衛
施
設
庁
を
中
心
に
実
態
の
は
握
に
努
め
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

こ
れ
ら
の
請
求
は
膨
大
な
件
数
に
上
り
、
地
元
の
沖
繩
返
還
協
定
放
棄
請
求
権
等
補
償
推
進
協
議
会
も
本
年 

七
月
に
請
求
の
第
三
次
分
を
取
り
ま
と
め
た
段
階
で
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
多
く
は
被
害
発
生
時
点
が
古
く
証
拠 

資
料
の
収
集
も
困
難
な
状
態
に
あ
る
。 

政
府
と
し
て
は
、
現
在
ま
で
行
つ
て
き
た
調
査
の
結
果
を
踏
ま
え
、
来
年
度
は
関
係
省
庁
間
で
協
議
会
を
設 



四
に
つ
い
て 

五
に
つ
い
て 

沖
繩
開
発
庁
が
来
年
度
予
算
に
要
求
し
て
い
る
十
億
円
は
、
漁
業
関
係
の
被
害
を
対
象
と
し
た
特
別
支
出
金 

で
あ
る
。 

置
し
、
処
理
方
針
を
決
定
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。 

放
棄
請
求
権
問
題
に
つ
い
て
は
、
当
面
沖
繩
開
発
庁
が
窓
口
と
な
り
、
関
係
省
庁
の
協
力
を
得
て
処
理
を
進 

め
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
る
。 

右
答
弁
す
る
。 

四 

 




